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  労使紛争の発生はそれぞれ個性があり、労使紛争の帰趨には、多くのファクターが関係
する。また特定の国や時代の労使関係の実態や法制度のあり方から強い影響を受けるので、

一般的な解決システムを形成するのは難しいと思われる。

  最近、日本において個別的労使紛争が増加する傾向にあり、この極の紛争を迅速、確的
に処理する特別の紛争処理システムの必要性が指摘されている。労使紛争は、単なる経済

的争いではなく、人間的な葛藤を合む場合が多いこと、また、集団的な争いになりやすい
ことから特別の処理システムが要請される。さらに、紛争を適切に処理するためには、法

的知識だけではなく、労使関係や労務管理さらに人間関係的な洞察も必要とされる。労使
紛争処理のあり方は、労働法の中核を占める問題といえる。

  ところで、日本企業における人事・雇用制度の変革や労働市場の変化、労働組合組織率
の低下などの原因により、今まで形成されてきた日本の労使関係は変わりつっあり、紛争

処理システムをめぐる議論が活発している。しかし現行労使紛争処理制度の処理システム

としての機能、紛争処理に占める労働組合の役割などの問題にっいてなお、十分議論され
ていない。他方、中国では、経済改革・市場経済化に伴ない、多種類の労働関係が併存し、

労使紛争も多発している。特に今までも議論があまりなかった労働組合のあり方が問題と
なり、理論・実務とも対応に苦慮している状態にある。とりわけ次の問題に直面している。

＠労使紛争とその処理の実態が明確にされていない。◎紛争処理制度の役割や意義が客観
的に評価されていない。◎紛争処理機関の構成および紛争処理における労働組合の役割が

実態的および法的に議論されていない。

  以上のような問題意識に基づき、本論文は、実態調査を合む一次資料と専門家・実務家
等との議論および関連文献を基礎として、市場経済化にともない労使紛争が多発し、複雑

化している中国の労使紛争処理システムを主に労働組合の役割に着目して検討するもので
ある。現在、実務的に緊急に解決すべき多くの問題が提起され、また、中国労働法の特徴
や法理を構築するために重要と思われる論点も生じているからである。同時に、中国にお

ける論議、特に紛争処理に占める組合の役割は、組合自体の位置づけが異なるとはいえ、
日本法にとって極めて示唆的な内容と思われる。
  本稿の具体的な内容は以下の通りである。

  第一に、日本における紛争処理の特徴と問題点を明らかにする（第一章）。具体的には、
O労使紛争の実態、紛争の分類を明らかにする（第ー節）。◎紛争処理システムの種類と



特徴を検討し、労働委員会・裁判所の処理状況を踏まえて、問題点を明らかにする。（第

二節、第三節、第四節）。◎紛争処理システムに占める労働組合の役割にっき、労働組合

の形態・特性とその紛争処理に関与するパターンを考察すると同時に、苦情処理制度・労
使 恊議 制 ・団 体 交渉 が直 面 して い る問 題 点の 抽 出を めざ す （第 五節）。

  第二に、中国の労使紛争処理状况をニっの部分に分け、検討を進める。その際、紛争処
理の実態、法制度を軸に考察し、そこから問題点を明らかにする。具体的に、O労働関係

の慨観（第二章）、◎労使紛争処理システムとそこでの組合の役割（第三章）に分ける。
  Oでは、◎の予備作業として、まず、中国における労働関係がいかに形成・変化・発展

してきたかを究明する（第ー節）。次に、市場経済体制化において形成されつっある国有
企業労働関係・郷鎮企業の労働関係・外資系企業の労働関係・私営企業の労働関係の現状

と特徴を見たうえでそれらの労働関係が直面している問題点を検討する（第二節）。第三

に、従業員代表大会・企業労働組合委員会・共産党の基礎組織が紛争処理システムに果た
している役割についてもふれる（第三節）。

  ◎では、歴史的に労使紛争処理システムおよびそれを支える法的制度の確立・中断なら
びに回復の過程を概観すると同時に特に労使紛争処理システムに関する法的制度の現状を

考察する（第一節）。次に、企業調停委員会による調停の意義・役割およびその問題点を
明らかにし（第二節）、っづいて、仲裁委員会の設置・構成・職責ナょらびに仲裁員・仲裁

法廷およびその仲裁原則を踏まえながら仲裁委員会の仲裁手続き・仲裁の役割およびその
問題を究明する（第三節）。さらに、人民法院による裁判の意義と問題点および集団労使

紛争処理システムについてもふれる（第四節）。以上の議論を踏まえて労使紛争処理に占

める労働組合の役割を考察する（第五節）。実際にどのような役割を果たしているか、な
ぜ、組合は労働者の利益代表というより中立的な役割を果たしうるのか、共産党との関係

や企業 経営・行政運 営に占める役割 はどうか、な どが具体的論 点である。
  全体として、中国の労使紛争処理システムおよびそれを支える法理は、日本のそれと比
較して次のような基本的ナょ特徴を有することが明らかになったと思われる。

  ＠企業内調停制度、企業外仲裁制度が法定されており、実際にも重要な役割を果たして
いる；◎対象とする紛争は、生産・企業管理に関することや労働者の私生活に関すること
など、その範囲は極めて広い、これは「単位制」が取られていることにもよる；◎紛争処

理に占める組合の役割は、労働者の利益代表的側面と企業運営の責任者的側面があり、市
場経済化にともない前者にウエートが移動している；＠紛争処理の基本原理はあくまでも
自主的解決であり、仲裁や人民法院の手続においても調停が重視されている。

  本稿作成は試行錯誤の迎続であり、社会現象とりわけ労働組合や労使紛争を対象化し客
観的に考えることが如何に難しいかを不十分ながらも理解しえた。今後とも、市場経済化
にともない労働法や労働組合がどのように変容するかを研究していきたい。
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学位論文審査の要旨
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  最近わが国において、ルフ、トラによる解雇・退職，労働条件の不利益変更をめぐる労使

紛争が多発していろ。裁判所に提起きれる事件もここ数年で倍増している。この急増する

労使紛争にっいて、その適切な処理システムが摸索され、実際にも多くの提言がなされて

いろ。また、近時、改革解放が急激に進んでいろ中国においても、多様かつ複雑な労使紛

争が増加しておりhf動法の整備や労使紛争処理シフ、テムの確立が重要な課題となっている

。

  本論文：よ，日中両国の労陵紛争処理シス子ムの制度内容、実際の運営、関連する法的問

題きらに紛争処理に占める労働組合の役割を、関連文献とともに実態調査等に基づき詳細

に検討するものである。内容は以下のような構成となっている。

  第1章で：ま、日本における労f吏紛争処理の特徴と問題点を明らかにしている。労使紛争

の妻頁型fヒを試みろとともに、労勘委員会、裁判所における処理実態と法理を検討し，さら

に、「企業別組合」が、企業「q外の労使紛争処理においてなぜ十分な役割を果しえないの

かを考察していろ。

  第2章で滋、3章の予f蒲f乍業としで中国における労働関係の形成史及ぴ現状を概観して

｜、る。具f本的にtよ、国有企業、郷鎮企業、外賓系企業、私営企業の労働関係の特徴および

最近の傾向を明らかにするとともに、本論文の主要な対象であろ国有企業の管理組織（従

業員f弋表大会、企業労働組合委員会、共産党等）の相互関連を考察している。

  第3章では、中国における労使紛争処理システムの形成史を概観したうえ、企業調停委

員会、仲裁委員会、人民法院における処理システム、処理実態、直面ずる問題等にっいて

詳細に候討している。きらに、二れらのシステムにおいで労働組合がどのような役害l亅を発

揮Ĺ ているのか、なぜその。kうな役割を果しうるのかを多様な角度から考察している。

  終章では、以上をふ安えて労睫紛争処理シス子ムの日中比較を試み、中国のシステムの

基本的特徴として以下の事項を指摘している。（1）企業内言厨停制度、企業外仲裁制度が法

定ぎれており、とりわけ前者か重要な役割を果していろ。（2）対象となる紛争tよ、労勘条件

や雇用f杲障に闇すろものだけではなく、生産・企業管理に開することや出産計画等私生活

の領域に闇すろ事項も合む。組合か生産に対しても一定の責f壬を負い、また「単位制」が
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t季用きれていろためてある。（3）紛争処理の基本原則：ま、あくまで当事者の自主角罕決であり

、調停委員会：よ当然として、lLt鼓や裁判手続においても調停が重視されている。(4)紛争処

理に占める労f動組合の役割にtよ二重性、っまり労働者の利益f弋表的側面と企業運営の責任

者的但l亅面があり、企業内では主に後者の、企業外て：よ前者の邑彩が濃厚になる。また、労

働組合は、紛争処理上だけではなく、労働者教育、調停員・仲裁員の養成、関連法律の整

備等にっいても極めて重要な役割を果していろ。

  本論文にっいて：よ、中国労使紛争処理シフ｀テムの全体像を、豊富な資料や実態調査およ

ぴ関連文献を素材にして，歴史、制度、運営実態、実F祭の調停・裁定内容、問題点から詳

細に検討した点において高い資料的価値を見出すことができる。とりわけ、具体的なケー

．フ、の紹介は興味深い内容になっている。同時に、紛争処理に占める労働組合の役害l亅を、制

度に関連させるだけで：よなく、中国の政治、？±会、企業制度とも関連させて議論した点に

おいて理- L¥的にもすぐれたものと判断できる。とりわけ、今後生じるであろう労働組合の

性格変fヒを観察する際に留意すべき視角を明らかにしたこと：ま高く評価しうる。

  もっとも、労勘組合と共産党との関連、制度の形成過程での立法の役割，条令や規則と

立法との関連：こっいての法源論にっいての論議が不十分であるという指摘もなされた。し

かし、この点は将来の研究に期待することとし、本-A文を審査員全員一致で博士論文とし

ての評価に値するものと判断した。


